
ラグビー場多目的室(売店等)事業者募集について（概要） 

 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会では熊谷スポーツ文化公園の所定の場所に設けている飲食売店・物販売店の運営およ

び管理、ラグビー場および周辺施設を活用したラグビー文化の醸成に寄与するイベント等の企画運営を受託する事業者を

募集いたします。 

  応募に当たっては、以下の募集要項配布期間中に募集要項を入手の上、現地説明会に参加いただく必要があります。 

  詳細は、１の募集要項配布場所で配布する募集要項をご確認ください。 

 

1． 募集要項配布期間：令和元年１２月４日（水）～１２月１２日（木） 

時間：10：00～12：00、13：00～16：00 

募集要項配布場所：以下①、②のいずれかの場所で入手してください 

①公益財団法人埼玉県公園緑地協会本部 経営企画部  ※土日祝日は不可 

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4 丁目 130 番地 

電話 ０４８-６４０-１５９３ 

②熊谷スポーツ文化公園管理事務所  ※休園日は不可 

埼玉県熊谷市上川上 300 番地 

  電話 ０４８-５２６-２００４ 

 

2． 現地説明会   ： 令和元年１２月１７日（火）14：00～ 熊谷スポーツ文化公園 ラグビー場ミーティング室０１Ａ 

※ 現地説明会への参加をもって企画提案希望の受付とします。 

 

3． 本申請書について：受付期間 令和元年１２月２０日（金）10：00～１２月２７日（金）正午まで 

２．の現地説明会に参加・受付した事業者を対象に、本申請書を受け付けます。 

本申請書の受付期間に先立ち、質疑受付期間を設定します。 

 

4． 企画提案（プレゼンテーション） 

：本申請書を提出後、提案内容についてプレゼンテーションを行っていただきます。 

           提出書類及びプレゼンテーション等の内容を総合的に評価し、受託者を選定します。 

 

5． 応募資格 

・以下の全てに該当すること。また、以下の全てに該当することを条件に、JV（ジョイントベンチャー・共同企業体）での

応募も可とします。 

（１）飲食売店 

① 令和元年１２月現在、飲食業について 3 年以上法人資格並びに優良な経営実績を有していること。 

② 公の施設での大規模イベント、その他同規模施設での飲食店舗の管理運営実績があり、安全かつ魅力的に実施する運営

力や信頼性を有すること。 

③ 平成 29 年 4 月 1 日以降、食中毒及び火災などの事故がないこと。 

④ 埼玉県内に営業所、店舗、製造工場または仕入先等を有し、迅速・安全・衛生的に食品を搬送できること。 

⑤ 受託者の負担すべき経費について負担能力があること。 

⑥ 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企

業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）でないこと。ま

た反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

（２）物販売店 

① 令和元年１２月現在、3 年以上法人資格並びに優良な経営実績を有していること。 

② 公の施設での大規模イベント、その他同規模施設での物販店舗の管理運営実績があり、安全かつ魅力的に実施する運営

力や信頼性を有すること。 

③ ラグビー競技にかかわる物販出店やイベント実施の実績があり、安全かつ魅力的に実施する運営力や信頼性を有するこ

と。 



④ 平成 2９年 4 月 1 日以降、生命や身体を害するような人身事故、物損事故や火災などの事故がないこと。 

⑤ 埼玉県内に営業所・店舗・製造工場・仕入先等を有し、迅速・安全・衛生的に販売物品、原材料等を搬送できること。 

⑥ 受託者の負担すべき経費について負担能力があること。 

反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企

業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）でないこと。ま

た反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

6． 主な営業条件 

（１）管理規則の遵守 

・受託者及びその従業員・取引納入業者は、委託者の営業方針、管理運営方針に従っていただきます。 

（２）営業日数／営業時間 

・委託者が定めた営業方針／営業日／営業時間に従って営業していただきます。 

※ラグビー等の試合開催がない日も含めて営業していただきます。 

（３）業種・業態／取扱い品目／販売方法 

・業種・業態 

① 飲食売店（飲食店営業許可に基づくもの） 

・取扱品目…ご飯類、麺類、軽食類、菓子類（かき氷、アイス類を含む）、清涼飲料水（自動販売機を除く） 

※自動販売機の営業は認めません。 

※委託者が定めた場合、受託者はそれに従うものとします。 

・販売方法…対面式販売 

② 物販売店 

・取扱品目…土産類、菓子、ラグビー関連商品等 

 ※冷蔵ケースによる缶・ペット飲料の販売は可能です。冷凍ケースのアイスやカップからの抽出式アイス（ソフトア

イス）の販売も可能です。 

※販売品目によっては、飲食店営業の許可が必要となります。 

・販売方法…対面式販売 

 ③ イベント企画運営 

  ・委託目的に準じ、ラグビー場を含めた周辺施設を活用したイベント企画実施 

   ※使用施設については委託者に事前承認の上、イベントの企画・実施をしていただきます。使用可能施設については

別添の施設パンフレットを参照ください。 

（４）販売価格・仕入方法 

・販売価格・仕入方法（仕入先、納品方法）については、受託者が委託者に報告し、委託者の承認を得たうえで取り決め

ることとします。なお、価格の変更についても同様とします。 

①  飲食営業・食品販売の許可等の取得 

・飲食営業に関して保健所の許可を必要とします。その取得・廃止は受託者の費用で受託者が行い、委託者に報告を行っ

ていただきます。なお、いずれも許認可の期間と契約期間は関係ありません。 

・また、受託者の責めに帰すべき事由により、許可が取得できない、あるいは取り消された場合には契約を解除すること

があります。 

②  再委託の禁止 

・受託者は、契約に基づく全部または一部について、第三者に譲渡・転貸または担保に供する等の一切の行為をすること

はできません。また、第三者への再委託による運営も禁止します。 

③  契約満了時の留意事項 

・受託者は、業務委託契約が終了した時は、直ちに自己の費用により原状回復をしていただきます。契約解除の場合も同

様とします。 

・受託者は、造作・什器・機器等の買い取り並びに必要費及び有益費の償還等の請求を行うことはできません。 

④  損害賠償 

・受託者は、業務の遂行にあたって、第三者または委託者に損害を与えた場合、受託者の責任において賠償していただき

ます。 

 



・イベント開催時は、イベント参加者に対する損害賠償等に対応するため、イベント保険等、受託者の責任において加入

してください。 

・保健所、消防等の行政指導により、委託者が受託者に対して業務の停止を命じたときは、受託者は直ちに従っていただ

きます。また、受託者はそれによる損害賠償その他一切の請求をすることはできません。 

⑤  契約の締結条件 

・この企画提案において選定された場合であっても、当協会が該当する公園の指定管理者として埼玉県から指定されるこ

とが条件であり、指定されなかった場合は契約を締結しません。また、何らかの理由により当協会が指定管理者でなく

なった場合、この契約は解除されます。この場合、受託者はその結果生じる損害の賠償その他一切の請求をすることは

できません。 

・受託者決定後、営業開始までの間に食中毒事故等を発生させるなど、応募資格を満たさなくなった場合には、契約を締結

しないことがあります。 

 

7． 主な経済条件 

（1）売上管理手数料 

・売店の売上管理手数料は、電気・水道料実費額と売上に対する一定料率に基づいて算出する変動手数料の合計となり

ます。 

・売店の売上金は受託者が収受し、その中から当該売上管理手数料を委託者にお支払いいただきます。 

 

8． 契約期間（予定） 

令和２年１月３１日～令和３年３月３１日 オープン予定日は令和２年３月２４日とします。 

当初契約始期から５年を限度として、年度ごと契約を更新します。 

ただし、埼玉県から営業を中止するよう指示等があった場合、この契約は解除されます。 

契約解除については別途、募集要項配布時にお配りする契約書を参照のこと。 


